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決算特別委員会会議録（令和４年８月30日） 

 

出席委員  青山委員長 古沢副委員長 吉森委員 安達委員 髙川委員 谷崎委員 

水橋委員 大浦委員 竹原委員 尾崎委員 中川委員 

欠席委員  なし 

説明のため出席した者  なし 

職務のため出席した事務局職員  落合局長 中田係長 

 

午前11時48分開会 

落合局長 それでは、ただいまから決算特別委員会を始めさせていただきます。 

 委員会条例第９条第２項の規定により、委員長が互選されるまでの間、年長委員の中

川勲委員に臨時委員長をお願いいたしたいと思います。 

中川臨時委員長 ただいま紹介いただきました中川勲です。委員長の互選のため、しばら

く臨時に委員長の職務を行いますので、よろしくお願いいたします。 

 委員会開催前にご報告いたします。 

 報道各社から傍聴及び撮影の許可願が提出されていますので、これを許可いたします。 

ただいまから令和４年９月定例会決算特別委員会を開会いたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。 

 日程第１、委員長の互選についてであります。 

 特別委員会の正副委員長は、滑川市議会委員会条例第８条の規定により、委員会にお

いて互選することとなっております。 

 互選の方法については、調整が済んでおりますので、指名推選により、臨時委員長に

おいて指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

中川臨時委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、臨時委員長において指名することに決定いたしました。 

 委員長に青山幸生委員、副委員長に古沢利之委員を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 委員長を青山幸生委員、副委員長を古沢利之委員とすることにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 
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中川臨時委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、委員長に青山幸生委員、副委員長に古沢利之委員とすることに決定いたしま

した。 

 委員長を青山幸生委員、副委員長を古沢利之委員とし、９月７日の本会議において発

表することといたします。 

 それでは、委員長と交代させていただきます。副委員長も席の移動をお願いいたしま

す。皆さん、ご協力ありがとうございました。 

青山委員長 皆さん、お疲れさまでございます。このほど決算特別委員会の委員長にさせ

ていただきました青山幸生でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 毎度、私、この席に立たせていただくと、各委員長になったときに話をさせていただ

いているとおり、予算の可決、決算の認定、条例の改廃は議員の３つの大きな使命だと

思っております。その中で決算の認定、しっかりやって進めてまいりたいと思います。

皆様よろしくお願いいたします。 

 新副委員長の挨拶、よろしくお願いします。 

古沢副委員長 副委員長に就任させていただきました古沢利之でございます。 

 今ご挨拶があった委員長を補佐して、厳正かつ円滑な決算審査に臨んでいきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

 決算審査は、委員長からもあったとおり、もう終わったことだからということではな

くて、市の行政がきちんとやられているか、議会にとって大事な仕事でありますし、次

年度以降の予算にも反映させるという意味合いで９月定例会に日程が入れられている

ものだと理解をしております。皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。 

青山委員長 続きまして、日程第２、会議録署名委員を指名いたします。 

 吉森真人委員、安達真隆委員にお願いいたします。 

 日程第３、その他につきまして何か委員のほうからありますか。 

 （質疑する者なし） 

青山委員長 ないようですので、事務局より連絡事項をお願いいたします。 

落合局長 事務局より申し上げます。 

 決算特別委員会では、例年同様に、当局からは、総務部長、財政課長、会計管理者が

常時出席し、あとは各担当部課長が順次決算の説明を行い、質疑となります。 

 先日の定例協でもお伝えいたしましたが、当局へ審査に必要な資料として提出を求め
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たいものがございましたら、この後、事務局まで連絡をお願いします。 

 委員会最終日に現地視察を行います。当局への連絡の都合もございますので、視察先

の決定を９月12日、これは特別委員会の初日になりますが、この審査終了後に行いたい

と思います。 

 各委員におかれましては、それまでに視察先の案を考えておいていただければと思っ

ております。 

 次に、指摘事項の提出についてでございます。 

 委員会の審査に基づき、当局に対し、今後改善を求める事項として提出いたします。

この指摘事項につきましては、９月15日までに取りまとめる必要がありますので、審査

の進捗に合わせ、各委員から12、13日の審査分は14日までに提出、14日の審査分につい

ては15日午前中までに提出をお願いいたします。 

 各委員の案を事務局で取りまとめた後、正副委員長と協議して、16日に全委員に配付、

現地視察後に協議を行い、伝票審査後、最終決定する予定でございます。 

 事務局からは以上です。 

青山委員長 これを受けまして、何か委員からございますか。 

 （質疑する者なし） 

青山委員長 なければ、以上で決算特別委員会を終了いたします。 

 皆さんありがとうございました。 

午前11時55分散会 


